
教
育
委
員
会
定
例
会

　

垂
水
市
教
育
委
員
会
は
、
教
育
に
関
す

る
重
要
な
事
項
を
定
例
会
や
臨
時
会
で
決

定
し
ま
す
。
ま
た
、
教
育
委
員
会
活
動
へ

の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
会

議
を
原
則
公
開
し
て
い
ま
す
。

■
開
催
日
程

　

４
月
11
日
（
火
）

　

５
月
10
日
（
水
）

　

６
月
９
日
（
金
）

　

７
月
6
日
（
木
）

　

８
月
８
日
（
火
）

　

９
月
８
日
（
金
）

　

10
月
12
日
（
木
）

　

11
月
10
日
（
金
）

　

12
月
11
日
（
月
）

　

１
月
９
日
（
火
）

　

２
月
９
日
（
金
）

　

３
月
11
日
（
月
）

■
場
所　

垂
水
市
市
民
館　

第
２
研
修
室

※
８
月
８
日
は
「
移
動
教
育
委
員
会
」
と
し

　

て
柊
原
小
学
校
で
開
催
予
定
で
す
。

※
行
事
の
都
合
等
に
よ
り
、
日
程
・
場
所

　

は
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前

　

に
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
時
間　

午
後
２
時
～

※
４
月
11
日
、11
月
10
日
は
午
前
10
時
～

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
教
育
総
務
課

　

庶
務
係
☎
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1 ■傍聴方法

①開催時間５分前までに教育総務課へお越しください。
②希望者が６人を超えた場合は、抽選となります。
※協議内容により非公開となる場合があります。

お
知
ら
せ

令
和
４
年
度
定
期
監
査
の
結
果

　

地
方
自
治
法
第
１
９
９
条
第
４
項
お
よ

び
第
９
項
に
基
づ
き
「
定
期
監
査
」
結
果

を
公
表
い
た
し
ま
す
。

■
監
査
対
象

　

市
長
事
務
部
局
、
議
会
事
務
局
、
教
育

　

委
員
会
事
務
局
、
農
業
委
員
会
事
務
局
、

　

監
査
事
務
局
、選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
、

　

消
防
本
部
、
消
防
署
、
各
消
防
分
団
、

　

市
内
各
小
中
学
校

■
実
施
期
間

　

令
和
４
年
10
月
４
日
～

　

令
和
５
年
１
月
26
日

■
監
査
対
象
年
度

　

令
和
４
年
度
事
務
事
業
全
般

■
監
査
内
容

　

事
務
分
担
、
予
算
執
行
状
況
、
業
務
実

　

施
お
よ
び
実
績
報
告
書
、工
事
執
行
状
況
、

　

課
内
状
況
に
つ
い
て

■
監
査
方
法

　

監
査
に
あ
た
っ
て
は
、
前
項
の
監
査
内

　

容
に
基
づ
き
予
め
資
料
の
提
出
を
求
め
、

　

担
当
職
員
の
説
明
を
聴
取
の
上
、
行
政

　

の
事
務
事
業
の
合
理
化
と
財
源
の
効
率

　

的
な
執
行
に
つ
い
て
検
証
す
る
と
と
も

　

に
、
事
務
処
理
の
簡
素
化
並
び
に
経
費

　

の
節
減
等
に
つ
い
て
監
査
し
た
。

■
監
査
結
果

　

所
掌
事
務
の
う
ち
予
算
執
行
事
務
、
収
入

　

事
務
、
支
出
事
務
、
契
約
事
務
、
財
産
管

　

理
、
経
営
管
理
、
事
務
管
理
に
つ
い
て
監

　

査
し
た
結
果
、
概
ね
良
好
な
事
務
処
理
が

　

な
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

監
査
事
務
局
☎
内
線
３
５
６

牛
根
境
地
区
及
び
小
谷
・
段
地

区
の
簡
易
水
道
事
業
を
上
水
道

事
業
に
統
合
し
ま
す

　

牛
根
境
地
区
及
び
小
谷
・
段
地
区
の
簡

易
水
道
事
業
が
、
令
和
５
年
４
月
１
日
よ

り
、
上
水
道
事
業
に
経
営
統
合
さ
れ
ま
す
。

　

両
地
区
の
水
道
使
用
者
の
皆
様
方
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
当
初
よ
り
上
水
道
地
区

と
同
じ
運
営
方
式
、
料
金
体
系
に
て
事
業

を
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
統
合
に
伴
い
、

新
た
に
手
続
き
等
を
行
っ
て
い
た
だ
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

引
き
続
き
、
水
道
事
業
へ
の
ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
口
座
引
落
を
ご
利
用
中
の
方
へ

　

令
和
５
年
４
月
分
よ
り
、
毎
月
25
日
が

　

口
座
振
替
日
へ
変
更
と
な
り
ま
す
。

※
振
替
日
が
土
日
祝
日
の
場
合
は
翌
平
日

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

水
道
課
業
務
係
☎
内
線
１
２
９

相
談

行
政
相
談
員
に

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
国
の
仕
事
や

行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
疑
問
・
苦
情

や
意
見
・
要
望
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

垂
水
市
で
は
、
総
務
大
臣
委
嘱
の
行
政

相
談
委
員
を
設
け
、
相
談
者
へ
の
助
言
や

関
係
行
政
機
関
に
対
す
る
改
善
の
申
し
入

れ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
行
政
相
談
委
員　

神
柱
利
雄
氏

■
相
談
料　

無
料

※
秘
密
は
堅
く
守
ら
れ
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
相
談
係
☎
32
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１
２
９
５

開設日 時間 場所

4/ 7（金） 10/ 6（金）

午前10時
～正午
（２時間）

垂水市
市民館

5/12（金） 11/10（金）

6/ 2（金） 12/ 8（金）

7/ 7（金） 1/12（金）

8/ 4（金） 2/ 2（金）

9/ 8（金） 3/ 8（金）

▼行政相談所開設日程

　垂水市では、利用者に対する利便性の向上や災害時の活用等を目的として、市内の公共施設に公衆

無線 LAN（フリー Wi-Fi）のアクセスポイントを設置しました。

　スマートフォンなどの端末から無料でインターネット接続ができます。

■ 利用できる施設

　 垂水市役所、垂水市市民館、境地区公民館、

　 ⽜根地区公民館、松ヶ崎地区公民館、協和地区

　 公民館、大野地区公民館、水之上地区公民館、

　 柊原地区公民館、新城地区公民館

■ Wi-Fi 名称（SSID）

　 ２つのネットワークがあります。

　 ○通常時『TARUMIZU_CITY_FREE_Wi-Fi』

　 ○災害時『TARUMIZU_CITY_BOUSAI_Wi-Fi』

■ 利用制限

　 ご利用は、1 回 60 分、1 日最大５回まで利用

　 可能です。

　 ※災害時は利用制限がなくなります。

■ 利用方法

　 スマートフォンなどの無線通信機器で Wi-Fi へ

　 接続してください。詳しくは施設内のポスター

　 をご覧ください。

　 ※利用は、原則各施設の開いている時間内で、

　 　 施設利用者を対象としています。

問 総務課情報統計係 ☎ 内線 353

詳しくは
市HPから

▲ブラウザ認証の際表示されるメイン画面

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険

　
（
財
）
ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会
で
は
、ス
ポ
ー

ツ
・
文
化
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
地
域
・
指

導
活
動
等
を
行
う
団
体
の
活
動
中
や
移
動

中
に
対
す
る
保
険
を
行
っ
て
い
ま
す
。
活

動
充
実
の
た
め
に
活
用
さ
れ
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

■
被
保
険
者

　

４
人
以
上
の
ア
マ
チ
ュ
ア
の
社
会
教
育 

　

関
係
団
体
の
各
個
人

■
対
象
事
故

①
団
体
で
の
活
動
中

　

被
保
険
者
の
所
属
す
る
団
体
の
管
理
下 

　

に
お
け
る
活
動
中
の
事
故

②
移
動
中
の
事
故

　

所
属
す
る
団
体
が
指
定
す
る
集
合
・
解

　

散
場
所
と
被
保
険
者
の
住
所
と
の
通
常

　

の
経
路
往
復
中
の
事
故

※
学
校
管
理
下
の
活
動
中
は
対
象
外

■
保
険
期
間　

　

振
込
日
翌
日
～

　

令
和
６
年
３
月
31
日
（
日
）

■
加
入
方
法
　

　
（
財
）
ス
ポ
ー
ツ
安
全

　

協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
か
ら
お
申
込
み
く

　

だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
社
会
教
育
課

　

文
化
ス
ポ
ー
ツ
係　

☎
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1 ▲詳しくは

　HPから

国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特

例
の
申
請
に
つ
い
て

　

学
生
納
付
特
例
制
度
と
は
、
在
学
中
の

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る

制
度
で
す
。
令
和
４
年
度
に
保
険
料
納
付

を
猶
予
さ
れ
て
い
る
方
で
、
令
和
５
年
度

も
引
き
続
き
在
学
予
定
の
方
に
は
、
年
度

初
め
に
ハ
ガ
キ
形
式
の
申
請
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入
し
て
返
送
し

て
く
だ
さ
い
。

■
学
生
納
付
特
例
制
度
の
申
請
先

　

垂
水
市
役
所
、
お
近
く
の
年
金
事
務
所

■
申
請
に
必
要
な
書
類

①
学
生
証
の
写
し
（
裏
面
に
有
効
期
限
、

　

学
年
、
入
学
年
月
日
が
あ
る
場
合
は
裏

　

面
も
含
む
）、
ま
た
は
在
学
期
間
が
わ
か

　

る
在
学
証
明
書

②
基
礎
年
金
番
号
ま
た
は
個
人
番
号
の
わ

　

か
る
も
の

■
保
険
料
の
納
付
を
希
望
す
る
場
合

　

納
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
納
付
書
を

　

送
付
し
ま
す
。
お
近
く
の
年
金
事
務
所

　

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
承
認
を
受
け
た
期
間
も
、
10
年
以
内

　

で
あ
れ
ば
遡
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き

　

ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
市
民
課
市
民
係

　

☎
内
線
１
６
３

　

鹿
屋
年
金
事
務
所
☎
42
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公衆無線 LAN（フリーWi-Fi）の利用案内
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